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【Ⅱ－３（患者の視点等／リハビリテーションの推進）－⑥】 

要介護被保険者の維持期リハビリテーションの 

介護保険への移行等 

骨子【Ⅱ－３(6)】 

第１ 基本的な考え方 

 

   急性期、回復期リハビリテーションは主に医療保険、要介護被保険者

等の維持期リハビリテーション（入院中の患者を除く。）は主に介護保険、

という医療と介護の役割分担を勘案し、標準的算定日数を超えており、

状態の改善が期待できると医学的に判断されない場合の脳血管疾患等リ

ハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテ

ーションについて評価の適正化を行いつつ、介護保険への移行を図る。

なお、要介護被保険者等に対するこれらのリハビリテーションは、原則

として平成 30 年３月までに介護保険へ移行するものとする。 

個々の患者のニーズを踏まえつつ、心身機能の向上から活動、参加へ

と発展させるリハビリテーションを推進するとともに、必要に応じて介

護保険への移行を円滑に行う観点等から、要介護被保険者等に対するリ

ハビリテーションについて、その目標設定支援等にかかる評価を新設し、

医療保険と介護保険にかかるリハビリテーションの併給を拡大する。 

 

第２ 具体的な内容 

 

 １．現在、標準的算定日数を超えており、状態の改善が期待できると医学

的に判断されない場合においても、１月に 13 単位に限り疾患別リハビ

リテーションを算定できることとなっているが、要介護被保険者等（入

院中の患者を除く）に対する脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症

候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションについては、これ

らの評価を適正化しつつ、原則として平成 30 年３月までの実施とする。 

 

 



183 

 

現 行 改定案 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】 

【廃用症候群リハビリテーション料】

【運動器リハビリテーション料】 

 

［維持期リハビリテーションを受け

る患者が要介護被保険者等である場

合に算定する点数］ 

本則の 100分の 90 

 

［要介護被保険者等に対して維持期

リハビリテーションを実施する保険

医療機関において、介護保険のリハビ

リテーションの実績がない場合］ 

所定点数の 100分の 90に相当す

る点数により算定 

 

［算定要件］ 

要介護被保険者等のうち入院中

の患者以外の患者については、原則

として平成 28年４月１日以降は

「注４」の対象とはならないものと

する。 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】 

【廃用症候群リハビリテーション料】

【運動器リハビリテーション料】 

 

［維持期リハビリテーションを受け

る患者が要介護被保険者等である場

合に算定する点数］ 

本則の 100分の60 

 

［要介護被保険者等に対して維持期

リハビリテーションを実施する保険

医療機関において、介護保険のリハビ

リテーションの実績がない場合］ 

所定点数の 100分の80に相当す

る点数により算定 

 

［算定要件］ 

要介護被保険者等のうち入院中

の患者以外の患者については、原則

として平成 30年４月１日以降は

「注４」の対象とはならないものと

する。 

 

２．要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、機能予後の

見通しの説明、目標設定の支援等を評価する。 

 

(新)  目標設定等支援・管理料 

     １ 初回の場合    250 点 

     ２ ２回目以降の場合 100 点 
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[算定要件] 

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運

動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等に以下の指導等

を行った場合に、３月に１回に限り算定する。 

① 医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シートを

作成し、患者に交付し、その写しを診療録に添付する。 

② 医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、少なくとも

次に掲げる内容について、医師が患者又は患者の看護に当たる家族等に

対して説明し、その事実及び被説明者が説明をどのように受け止め、ど

の程度理解したかについての評価を診療録に記載する。 

ア） 説明時点までの経過 

イ） 治療開始時及び説明時点の ADL 評価（Barthel Index 又は FIM に

よる評価の得点及びその内訳を含む。） 

ウ） 説明時点における患者の機能予後の見通し 

エ） 医師及びその他の従事者が、当該患者の生きがい、価値観等につ

いてどう認識しており、機能予後の見通しを踏まえて、患者がどの

ような活動ができるようになること、どのような形で社会に復帰で

きることを目標としてリハビリテーションを行っているか、又は行

う予定か。 

オ） 現在実施している、又は今後実施する予定のリハビリテーション

が、それぞれエ）の目標にどのように関係するか。 

③ ①及び②の交付、説明は、リハビリテーション実施計画書の説明、又

はリハビリテーション総合計画書の交付、説明の機会に一体として行っ

て差し支えない 

④ 当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービス

の利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力

して、患者又は患者の看護に当たる家族等に介護保険による訪問リハビ

リテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所（当該保険

医療機関を含む。）を紹介し、見学、体験（入院中の患者以外の患者に限

る。）を提案する。 

(2) 脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション又は

運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等のうち、標準
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的算定日数の３分の１を経過したものについて、直近３か月以内に目標設

定等支援・管理料を算定していない場合、当該リハビリテーション料の 100

分の 90 を算定する。 

 

[経過措置] 

目標設定等支援・管理料を算定していない場合の脳血管疾患等リハビリテ

ーション料、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション料

の減算については、平成 28 年 10 月１日から実施する。 

 

３．医療保険と介護保険のリハビリテーションについて、併給できる期間

を拡大する。 

 

現 行 改定案 

要介護被保険者等である患者に対

して行うリハビリテーションは、同一

の疾患等について、医療保険における

疾患別リハビリテーションを行った

後、介護保険におけるリハビリテーシ

ョンに移行した日以降は、当該リハビ

リテーションに係る疾患等について、

医療保険における疾患別リハビリテ

ーション料は算定できない。 

 要介護被保険者等である患者に対

して行うリハビリテーションは、同一

の疾患等について、医療保険における

疾患別リハビリテーションを行った

後、介護保険におけるリハビリテーシ

ョンに移行した日以降は、当該リハビ

リテーションに係る疾患等について、

医療保険における疾患別リハビリテ

ーション料は算定できない。なお、目

標設定等支援・管理料を算定してから

３月以内に、当該支援における紹介、

提案等によって、介護保険におけるリ

ハビリテーションの内容を把握する

目的で、１月に５日を超えない範囲で

介護保険におけるリハビリテーショ

ンの提供を受ける場合は当該「移行」

に含まない。 




